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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体構造に搭載されたケーシング（２）と、
　センサユニット（３）と、
　ノズルキャリア（４）と、
　洗浄流体供給源と、
　洗浄流体ポンプと、
　洗浄流体回路または洗浄流体導管と、
　前記ノズルキャリア（４）に結合され、前記洗浄流体供給源と連通している少なくとも
１つの洗浄流体ノズル（１９）とを備え、
　前記ノズルキャリア（４）は、前記ケーシング（２）に組み込まれるとともに、前記ケ
ーシング内で第１の位置と第２の位置との間で移動可能であり、前記第１の位置が、前記
ノズルキャリアが車体構造外表面の下方に、または車体構造外表面と位置合わせして配置
される後退位置であり、前記第２の位置が、前記ノズルキャリアが車体構造外表面から突
出する伸長位置であると共に、前記第２の位置は、前記ノズル（１９）が前記センサユニ
ット（３）の露出面に狙いを定める動作位置であって、前記動作位置にある前記センサユ
ニット（３）の前記露出面上へと洗浄流体が推進される、統合された車載型の車両視界と
洗浄のシステム。
【請求項２】
　前記ノズルキャリア（４）が少なくとも前記センサユニットの周囲を包囲していること
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を特徴とする請求項１に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄の統合システム。
【請求項３】
　前記ノズルキャリア（４）が伸長可能および／または後退可能なスリーブとして設計さ
れていることを特徴とする請求項１または２に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄
のシステム。
【請求項４】
　前記ノズルキャリア（４）が前記センサユニット（３）と同軸で配置されていることを
特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄のシ
ステム。
【請求項５】
　前記後退位置では、前記ノズルキャリア（４）が前記車体構造外表面と位置合わせされ
ていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の統合された車載型の車両視
界と洗浄のシステム。
【請求項６】
　前記ノズルキャリア（４）が射出された洗浄流体の跳ね返し面を備え、前記跳ね返し面
は、洗浄サイクルの間、洗浄流体が直接または間接的に衝突することができるように前記
ノズル（１９）と対向して配置されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項
に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄のシステム。
【請求項７】
　前記ノズルキャリア（４）は、前記センサユニット（３）の前記露出面を少なくとも部
分的に包囲する好ましくは円筒状のスリーブとして設計され、前記ノズル（１９）は、前
記洗浄流体を射出した際に前記ノズルキャリア（４）によってスワール効果が達成される
ように、前記ノズルキャリア（４）の内周壁面（２０）に設けられていることを特徴とす
る請求項１～６のいずれか１項に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄のシステム。
【請求項８】
　前記ノズルキャリア（４）は、前記ケーシング（２）内で前記後退位置へばね付勢され
、前記洗浄流体の圧力によって液圧的または空気圧的に前進させることができることを特
徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄のシス
テム。
【請求項９】
　前記ノズルキャリア（４）は前記ケーシング（２）と係合するピストンとして設計され
、前記ピストンおよび前記ケーシング（２）が前記洗浄流体導管又は前記流体導管と連通
する密封された流体チャンバ（１０）を画成していることを特徴とする請求項１～８のい
ずれか１項に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄のシステム。
【請求項１０】
　前記ノズルキャリア（４）の前記後退位置では前記ノズル（１９）が隠れていることを
特等とする請求項１～９のいずれか１項に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄のシ
ステム。
【請求項１１】
　前記ノズルキャリア（４）の前記内周壁面（２０）が前記センサユニット（３）の外周
壁面と封止係合されていることを特徴とする請求項７～９のいずれか１項に記載の統合さ
れた車載型の車両視界と洗浄のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体構造に搭載されたケーシングと、センサユニットと、ノズルキャリアと
、洗浄流体供給源と、洗浄流体ポンプと、洗浄流体回路または洗浄流体導管と、ノズルキ
ャリアに結合され、洗浄流体供給源と連通している少なくとも１つの洗浄流体ノズルとを
備えている、統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムに関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　現代の車両、特に自動車、主にいわゆるＳＵＶは、運転者の視界を向上させ安全性を改
善するために、外部ビューカメラを備えている。さらに、これらの車は、死角があるため
に運転者がバックミラーで見ることができず、バックミラーによってカバーされない後方
から接近し通過する車を検出するセンサを装備している場合が多い。
【０００３】
　従来技術では、リアビューカメラは、多くの場合、リアバンパーまたはナンバープレー
ト付近で車両の後部扉やトランクカバーに組込まれている。車体におけるその位置のため
、カメラレンズまたは保護レンズカバーまたはセンサは、車両の周囲環境に曝され、埃や
ごみ、泥、塩水の飛沫などが、車両の運転の間にレンズ上にまたはレンズカバー上にまた
はセンサカバー上に蓄積する。特に、カメラおよび／またはセンサが車両のリアバンパー
や後部扉に組込まれている場合、それらは特に埃および泥の飛沫に曝される。
【０００４】
　したがって、レンズおよびセンサを洗浄するための外部洗浄システムを提供することが
一般に知られている。
【０００５】
　埃やごみがカメラレンズ上に堆積するのを防ぐため、または洗浄結果を向上させるため
、当該分野において様々な洗浄の構想が提案されてきた。
【０００６】
　通常、洗浄流体ノズルおよびノズルアセンブリは、カメラまたはセンサに隣接して車両
に搭載され、ノズルからの液体が洗浄すべき表面上に直接噴霧されるように位置付けられ
る。冒頭で既に述べたように、洗浄すべき表面は、レンズカバー、レンズドーム、または
センサ表面であってもよい。
【０００７】
　一般に、かかるシステムに関する課題は、センサまたは視覚デバイスの外部視角ができ
るだけ広くあるべきであるという点である。例えば、現在の広角リアビューシステムは、
有利には、駐車距離表示を運転者に容易に提供できるように、リアバンパーの少なくとも
一部をとらえる。かかる広角レンズシステムおよび、レンズもしくはレンズカバーのごく
近くに位置するノズルに対する要求は、ノズルもセンサユニットの視角の範囲内にあるこ
とがあるリアビューカメラに少なからず対立する。可視画像が車内のスクリーンに表示さ
れる場合、ノズルは光学的に邪魔なことがある。
【０００８】
　ノズルをセンサの非常に近くに隠さずに配置することのさらに別の欠点は、かかる配置
が美観的にも非常に好ましくないことである。
【０００９】
　既知の洗浄システムのさらに別の課題は、カメラまたはセンサの洗浄システムが、ヘッ
ドランプの洗浄およびフロントガラスの洗浄のための洗浄システムに追加して設けられる
点であり、それによって洗浄液の消費が問題となる。現在の車両では、洗浄流体タンクに
利用可能な空間はかなり制限されており、一般に、カメラ、センサなどのための追加の洗
浄システムに対する要件とは両立しない。
【００１０】
　洗浄流体の消費を低減する必要性に対処する、既知の車載型カメラ洗浄装置が、例えば
、特許文献１に開示されている。この車載型カメラ洗浄装置は、空気流路および洗浄液流
路が収束するノズルキャリアを含む。洗浄液は、圧縮空気を用いて洗浄液ミストにされる
ので、洗浄流体の消費が低減される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第２０１４／０１０５８０号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　洗浄流体の消費を低減するための他の様々な試みが、例えば、ノズルの噴霧特性の微調
整によって、なされている。
【００１３】
　したがって、本発明の目的は、洗浄流体ノズルをセンサの外部視界を損なうことなくセ
ンサユニットの非常に近くに配置することができ、シンプルな設計で簡単に操作すること
ができる、統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムを提供することである。
【００１４】
　さらに、本発明の目的は、車両の外観を損なわないという点で美観的にも好ましい、か
かる車載型車両視界と洗浄のシステムを提供することである。
【００１５】
　最後に、本発明の目的は、洗浄流体の消費が比較的少ない、統合された車載型の車両視
界と洗浄のシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　これらおよび他の目的は、請求項１に記載の統合された車載型の車両視界と洗浄のシス
テムによって達成される。本発明によるシステムの有利な実施形態は従属請求項によって
網羅される。
【００１７】
　本発明によって提供される統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムであって、
　車体構造に搭載されたケーシングと、
　センサユニットと、
　ノズルキャリアと、
　洗浄流体供給源と、
　洗浄流体ポンプと、
　洗浄流体回路または洗浄流体導管と、
　前記ノズルキャリアに結合され、前記洗浄流体供給源と連通している少なくとも１つの
洗浄流体ノズルと、を備え、
　前記ノズルキャリアは、前記ケーシングに組み込まれるとともに、前記ケーシング内で
第１の位置と第２の位置との間で移動可能であり、前記第１の位置が、前記ノズルキャリ
アが車体構造外表面の下方に、または車体構造外表面と位置合わせして配置される後退位
置であり、前記第２の位置が、前記ノズルキャリアが車体構造外表面から突出する伸長位
置であると共に、前記第２の位置は、前記ノズルが前記センサユニットの露出面に狙いを
定める動作位置であり、前記動作位置にある前記センサユニットの外表面上へと洗浄流体
を推進することができるシステムが提供される。
【００１８】
　本発明は、センサユニットのケーシングに組み込まれ、伸長可能かつ後退可能であるノ
ズルキャリアを提供することによって、センサユニットの明瞭な視界を維持することを目
的とする。洗浄サイクルが始動されると、１つまたは複数のノズルがセンサユニットの露
出面に狙いを定めるようにノズルキャリアが伸長されて車体構造外表面から突出し、洗浄
動作を行うために洗浄流体が前記露出面上へと推進される。洗浄サイクルの終了時、車体
構造外表面の下方にまたはその表面と位置合わせして配置されるように、ノズルキャリア
は後退させられる。
【００１９】
　好ましくは、センサユニットおよびノズルキャリアは共通してケーシング内に配置され
て、統合されたシステムを形成する。
【００２０】
　休止位置では、ノズルキャリアは後退させられており、即ち車体構造外表面の下方に、
またはその外表面と位置合わせされて配置されるので、システムは、車両の外観に干渉せ
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ず、したがって美的観点から見て非常に好ましい。さらに、ノズルキャリアは、洗浄サイ
クルの間、単にセンサユニットの視界または視角に干渉するだけである。洗浄サイクルに
はわずか数秒しかかからないので、洗浄動作はセンサユニットの機能に影響しない。
【００２１】
　洗浄されるセンサユニットの露出面は車両の外表面と面一としてもよく、一般に、休止
位置にあるノズルキャリアも車両の外表面と面一であってもよいことが理解されるべきで
ある。
【００２２】
　本発明の概念によれば、ノズルまたは複数のノズルは、通常、ノズルキャリアが休止位
置にあるときにノズルまたは複数のノズルが露出しないように、隠された様態で配置され
る。
【００２３】
　本出願におけるセンサユニットは、例えば、接近し通過する車を検出するまたはさらに
は車線逸脱警告信号を作成する、外部ビューカメラもしくは単なるセンサであってもよい
。
【００２４】
　本出願におけるセンサユニットはまた、運転者に対して車線逸脱警報を発生させる、ま
たは通常はバックミラーで見ることができない車両に接近する物体を検出する、外部ビュ
ーカメラならびに同時にセンサとして設計されてもよい。
【００２５】
　さらに、本出願におけるセンサユニットは、例えば、自律運転の場合に必要とされるこ
とがある、レーザースキャナであってもよい。
【００２６】
　本発明によるセンサユニットは、固体撮像技術、例えばＣＭＯＳまたはＣＣＤ画素セン
サ技術を、例えば自動車ナビゲーションシステム、いわゆるサトナブ（sat-nav）ユニッ
ト用のビデオモニタディスプレイと組み合わせて使用する画像装置であってもよい。セン
サユニットは、少なくとも１つのレンズ表面またはカバー表面を有するカメラレンズシス
テムを備えることができる。レンズ表面またはカバー表面は、一般に、円形または長方形
の形状を有するものであり得る。通常、センサユニットはドーム型のレンズカバーを含ん
でもよい。
【００２７】
　本出願における流体ノズルは、流体発振器、ペンシルジェットノズルなどであってもよ
い。
【００２８】
　本出願における流体ノズルはまた、エアジェット、好ましくはペンシルジェットを噴射
させることができ、任意のタイプのノズルとすることができるエアノズルであってもよい
。
【００２９】
　本出願における洗浄流体は、液体であってもガスまたは空気であってもよい。
【００３０】
　本発明による洗浄流体ポンプは、従来タイプの流体ポンプ、好ましくは１つまたは複数
のインペラホイールを有する渦巻きポンプであってもよい。流体ポンプは、１つ以上の流
体出口ポートと、洗浄流体供給源から液体の洗浄流体を受け入れる少なくとも１つの流体
入口ポートとを有することができる。
【００３１】
　本発明による車載型の視界と洗浄のシステムは、関連するヘッドランプ洗浄システムま
たは関連するフロントガラス洗浄システムの洗浄流体供給源および洗浄流体回路から恩恵
を受けることができる。
【００３２】
　本発明による車載型の視界と洗浄のシステムはまた、センサユニットの露出面から洗浄
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液の残留液滴を吹き飛ばすためのエアブラストシステムを含んでいてもよい。
【００３３】
　本出願における洗浄流体回路は、洗浄流体導管または洗浄流体ホース、ならびにコネク
タおよび弁、即ち逆止弁および／または圧力保持弁を含むことができる。
【００３４】
　本出願における洗浄流体回路は、必ずしも閉回路でなくてよい。当業者であれば、用語
「洗浄流体回路」は、洗浄流体ポンプから流体ノズルまでの単一の流体導管も含むことを
認識するであろう。洗浄流体回路は、必ずしも閉ループである必要はなく、また通常は閉
ループではない。
【００３５】
　本発明による統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムの１つの有利な実施形態で
は、センサユニットの周囲を少なくとも部分的に包囲するかその形状に適合するノズルキ
ャリアが提供される。即ち、ノズルキャリアの外形が、センサユニットの露出面の外形に
ほとんどまたは完全に一致することを意味する。ここでも、センサユニットの外形が円形
または長方形であってもよいことに言及すべきである。当業者であれば、センサユニット
の外形、即ちセンサユニットの露出面の外形が本発明にとって重要ではないことを認識す
るであろう。
【００３６】
　本発明による統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムの好ましい変形例では、ノ
ズルキャリアは伸長可能および／または後退可能なスリーブとして設計される。
【００３７】
　さらに特に好ましい実施形態では、ノズルキャリアはセンサユニットと同軸で配置され
る。
【００３８】
　好ましくは、ノズルキャリアは、後退位置では車体構造外表面と位置合わせされるかま
たはそれと面一であり、かかる配置はその外観が特に魅力的である限りにおいては好適で
あり、また後退位置にあるノズルキャリアは、センサユニットの視角を妨げない。
【００３９】
　特に有利な実施形態では、ノズルキャリアは射出された洗浄流体のための跳ね返し面を
備え、跳ね返し面は、洗浄サイクルの間に洗浄流体が直接または間接的に衝突され得るよ
うにノズルの反対側に配置される。この場合、洗浄流体は露出面に跳ね返されるので、最
終的には、洗浄サイクルの間の洗浄流体の消費が低減される。
【００４０】
　有利には、ノズルキャリアは、センサユニットの露出面を少なくとも部分的に包囲する
、好ましくは円筒状のスリーブとして設計されると共に、洗浄流体を射出するとノズルキ
ャリアによってスワール（swirl）効果が達成されるように、ノズルがノズルキャリアの
内周壁面に設けられる。
【００４１】
　本発明によるシステムのこの非常に好ましい実施形態では、ノズルキャリアは、洗浄サ
イクル中の伸長位置で一種のスワールポット（swirl pot）を形成し、これも洗浄流体の
消費を低減する助けとなる。
【００４２】
　ノズルキャリアは、ケーシング内で後退位置へとばね付勢されてもよく、洗浄サイクル
が開始されると洗浄流体の圧力によって液圧的または空気圧的に前進され得る。
【００４３】
　例えば、ノズルキャリアは、少なくとも部分的に、ケーシングと係合するピストンとし
て設計されてもよく、ピストンおよびケーシングは、洗浄流体回路または流体導管と連通
する封止された流体チャンバを画定し、それにより、流体ポンプが通電されると、洗浄流
体が流体チャンバに入り、ピストンに作用して、最終的にはピストンとしたがってノズル
キャリアがばねの付勢力に対抗して伸長位置へ前進させられる。
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【００４４】
　前述したように、ノズルは、好ましくはノズルキャリアの後退位置では隠されるもので
あり、例えば、ノズルキャリアの後退位置でセンサユニットに対してまたはケーシングに
対して密閉されるように、ノズルはノズルキャリアの内周壁面に配置される。
【００４５】
　その目的のため、ノズルキャリアの内周壁面は、センサユニットの外周壁面とまたはケ
ーシングの内周壁面と封止係合されていてもよい。
【００４６】
　その目的のため、センサユニットの外周壁面は弾性コーティングによって覆われてもよ
い。
【００４７】
　好ましくは、ノズルキャリアは１つ以上の洗浄流体チャネルを含み、さらにより好まし
くは、少なくとも１つの洗浄流体チャネルがノズルキャリアと一体的に形成される。
【００４８】
　ノズルキャリアならびにケーシングは、射出成形された熱可塑性部品の形態であっても
よい。
【００４９】
　ノズルキャリア内の１つ以上の洗浄流体チャネルは、ノズルキャリアを完全に伸長させ
た場合にのみ洗浄流体が推進されることを確実にするために、１つ以上の逆止弁を備える
ことができる。
【００５０】
　洗浄流体ポンプによってもたらされる流体圧は、２～５バール程度であってよく、より
好ましくは、ノズルの圧力消費または複数のノズルの配置に応じて、約３バールであって
もよい。
【００５１】
　概して、ノズルキャリアが後退可能なスリーブとして設計されている場合、スワール効
果を作り出すために、その設計は完全な３６０°回転に限定されなくてもよい。
【００５２】
　当業者であれば、上述の統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムは、非常にコン
パクトな設計を有すると同時に、センサユニットの視角を制限することなく洗浄動作を行
うために、１つ以上の流体ノズルをセンサユニットに、即ちセンサユニットの露出面に非
常に近付けて配置するのを可能にすることを認識するであろう。さらに、かかる設計は、
好ましい外観を有し、できる限り最小量の流体を使用しての、車両カメラ、センサ、レー
ザースキャナなどの汚れを洗浄することを可能にする。
【００５３】
　以下、本発明について、添付図面を参照して例として記載する。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明による統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムを、ノズルキャリア
が後退位置にある状態で示す概略図である。
【図２】図１に対応し、ノズルキャリアが前進位置にある状態を示す図である。
【図３】本発明による車載型の車両視界と洗浄のシステムの第２の実施形態を、ノズルキ
ャリアが後退位置にある状態で示す図である。
【図４】図３による統合された車載型の車両視界と洗浄のシステムを、ノズルキャリアが
伸長位置にある状態で示す図である。
【図５】ノズルキャリアが伸長されている車載型の車両視界と洗浄のシステムを、車両に
搭載されていない状態で示す斜視図である。
【図６】図５に類似し、ノズルキャリアが異なる設計であるシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
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　図１をここで参照すると、図１は、本発明による統合された車載型の車両視界と洗浄の
システム１の第１の実施形態を示す部分断面図である。簡略化のため、以下、統合された
車載型の車両視界と洗浄のシステム１をシステムと称する。システム１はケーシング２を
備え、その中にセンサユニット３およびノズルキャリア４が配置されている。センサユニ
ット３は、特定の実施形態では、本発明にしたがって洗浄される露出面を形成するドーム
型のレンズカバー５を備えたリアビューカメラである。
【００５６】
　センサユニット３およびノズルキャリア４を備えるケーシング２は統合ユニットを形成
し、それを、センサユニット３の露出面を取り囲むケーシング２の部分が、車体構造外表
面とも呼ばれる車両の外表面と位置合わせされるかまたは面一であるように、車両の車体
構造上または車体構造内に搭載することができる。例えば、ケーシングは、レンズカバー
５が多少露出するように乗用車のリアバンパーまたは後部扉、あるいはトランクカバーに
嵌め込まれてもよい。
【００５７】
　ノズルキャリア４は、ケーシング２の内壁面６に封止係合する可動のピストンとして設
計されている。さらに、ノズルキャリア４は、以下でさらに詳細に説明するように、セン
サユニット３の外周面に封止係合する。
【００５８】
　図１および２に示される実施形態によるノズルキャリア４は、センサユニット３を包囲
し、即ちその形状にぴったり適合し、コイルばね７によってケーシング２内において後退
休止位置で保持される、円筒状のスリーブとして設計されている。コイルばね７は、ケー
シング２の内側前面と、ノズルキャリア４のピストン基部９の外周突起８との間で支持さ
れている。ノズルキャリア４のピストン基部９とケーシング２の下部内壁面との間には、
ケーシング２の入口ポート１１と連通している流体チャンバ１０が画成されている。入口
ポート１１には、洗浄流体ホース（不図示）を接続することができる。洗浄流体ホースは
次いで、洗浄流体ポンプに、または自動ワイパー洗浄システムもしくはヘッドランプ洗浄
システムの洗浄流体回路に直接接続される。
【００５９】
　センサユニット３には、センサユニット３の電気接続用の端子１２が設けられている。
端子１２は、ケーシング２を貫通して延在し且つケーシング２の液圧部に対して流体密封
されている導出チャネル１３を通って延びている。
【００６０】
　ノズルキャリア４のピストン基部９は、外周溝１４および内周溝１５を有しており、ピ
ストン基部９の外周溝１４は第１のピストンシール１６を受け入れ、内周溝１５は第２の
ピストンシール１７を受け入れている。
【００６１】
　第１および第２のピストンシール１６および１７はそれぞれ、流体チャンバ１０を封止
するために、ケーシング２の内壁面６に係合する。
【００６２】
　図１および２に示されるように、ノズルキャリア４は一体的に組込まれた流体チャネル
１８を備え、このチャネルは、ピストン基部９の底面で流体チャンバ１０内に開口し、ま
たノズルキャリア４と一体に形成されてノズルキャリア４の内周壁面２０に配置されたノ
ズル１９に接続されている。
【００６３】
　既に言及したように、図１および２による実施形態のノズルキャリア４は、円形断面を
有し、やはり円形断面を有するセンサユニット３をぴったり包囲する円筒状スリーブとし
て設計されている。図１は、ケーシング２の低壁２１に向かって付勢された後退位置にあ
るノズルキャリア４を示している。ノズル１９は、この位置では、封止要素として機能す
る弾性被覆層２２を備えるセンサユニットの外周面によって閉じられ密封される。
【００６４】
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　ノズルキャリア４は、その外周において、ケーシング２の上部開口部２４内に位置する
Ｏリングシール２３によって、ケーシング２に対して封止される。当然ながら、シールは
任意のタイプのシールとすることができる。
【００６５】
　次に、システム１の機能について、伸長位置にあるノズルキャリア４を示している図２
を参照して説明する。
【００６６】
　加圧された洗浄流体が入口ポート１１を介して流体チャンバ１０に入ると、流体チャン
バ１０内の上昇圧力によって、ノズルキャリア４がコイルばね７の付勢力に対抗して押し
上げられる。したがって、コイルばね７が圧縮され、ノズルキャリア４は、図１に示され
る位置から図２に示される伸長位置へと移動する。ノズルキャリア４が持ち上げられると
、ノズル１９の口孔はセンサユニット３の外周面によって覆われなくなり、したがって、
ノズルキャリア４が特定の量前進していれば、洗浄流体をノズル１９から射出させること
ができる。
【００６７】
　図２に示されるように、洗浄流体はレンズカバー５に衝突し、またノズルキャリア４の
内周壁面２０から跳ね返り、その結果として、ノズルキャリア４の先端の閉鎖空間内で洗
浄流体のスワール効果が作り出される。ノズルキャリア４がその洗浄位置、即ち伸長位置
にあると、ノズル１９は、センサユニットの、即ちレンズカバー５の露出面のに汚れ／ご
みを洗浄する。
【００６８】
　流体の供給が停止すると、ノズルキャリア４は下降して、図１に示されるように元の休
止位置に戻る。
【００６９】
　システム１は、通常、車をバックに入れたときは手動で、あるいはカメラが汚れを感知
したとき、または車の後部扉窓用の後部洗浄システムが作動される毎に、自動的に動作さ
せることができる。
【００７０】
図３および４は、原則的には図１および２による実施形態と同様に動作する、本発明によ
るシステム１のわずかに異なる概念を示している。同じ部品は同じ参照番号で示される。
【００７１】
　簡略化のため、以下、図１および２によるシステムに対する図３および４によるシステ
ムの相違についてのみ参照する。明示的に言及しない限り、図３および４によるシステム
１の設計は、図１および２による設計に対応する。
【００７２】
　明らかに、図１および２による設計では、組立時、センサユニット３は上方から装着さ
れ、即ち開口部２４を通ってケーシング２内に挿入される。
【００７３】
　図３および４による設計では、通常、センサユニット３は下方からケーシング２内に挿
入される。ケーシング２は、ケーシング２の下端部で全体的に開放されており、その上端
部には内方へ向けられてセンサユニット３が当接する周縁カラー２６を有する円筒状のセ
ンサ区画２５を備えている。ケーシング２は、ノズルキャリア４が挿入される環状空間を
形成し、それに対してノズルキャリア４が密封される。したがって、図３および４の実施
形態におけるケーシング２は、環状開口部２７を有し、その内周および外周において、ケ
ーシング２の先端で２つのＯリングシール２３によって封止されている。
【００７４】
　したがって、ノズルキャリアのピストン基部９は、第１のピストンシール１６が挿入さ
れる１つのみの外周溝１４を有する。第２のピストンシール１７は、ノズルキャリア４の
平滑な内壁面とケーシング２の環状空間の平滑な内壁面との間に配置されている。
【００７５】
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　図１および２による実施形態と同様に、センサユニット３の外周面にも、シールとして
作用する被覆層２２が設けられてる。
【００７６】
　一方では図１および２に示される、また他方では図３および４に示されるシステム１の
実施形態は、ノズルキャリア４の先端部が、スワール効果を作り出すために完全な３６０
°回転であるレンズカバー５の閉鎖空間を画成する、ノズルキャリア４の設計を有するこ
とができる。しかしながら、図５および６では、ノズルキャリア４の周壁が中断されてい
る、即ち完全に３６０°回転しない、ノズルキャリア４の先端部の異なる設計が示されて
いる。
【００７７】
　図５、６では、ノズルキャリア４は、その先端部に、一方がノズル１９を形成し他方が
洗浄流体の跳ね返し壁または跳ね返し面を形成する２つの円形セグメントを備えている。
図５では、２つの壁セグメント２８は約１５０°の円弧を画成している。
【００７８】
　図６による設計では、ノズル１９を備えるセグメントは約３０°の円弧のみを有し、反
射壁または跳ね返し壁を形成する対向するセグメントは、約１５０°の円弧にわたって延
在している。
【符号の説明】
【００７９】
　１　統合された車載型の車両視界と洗浄のシステム
　２　ケーシング
　３　センサユニット
　４　ノズルキャリア
　５　レンズカバー
　６　内壁面
　７　コイルばね
　８　突起
　９　ピストン基部
　１０　流体チャンバ
　１１　入口ポート
　１２　端子
　１３　導出チャネル
　１４　ピストン基部の外周溝
　１５　ピストン基部の内周溝
　１６　第１のピストンシール
　１７　第２のピストンシール
　１８　流体チャンバ
　１９　ノズル
　２０　ノズルキャリアの内周壁面
　２１　ケーシングの底壁
　２２　被覆層
　２３　Ｏリングシール
　２４　ケーシングの開口部
　２５　センサ区画
　２６　カラー
　２７　環状開口部
　２８　壁セグメント
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